
報告第１号 

 

 

 

議決事項一部変更専決処分につき報告のこと 

 

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和３年９月２９日議決）の一部

変更につき、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第

２項の規定により次のとおり報告する。 

 

令和５年２月２１日提出 

 

 

 

明石市長   泉    房   穂 



専決第３号 

 

 

 

議決事項一部変更のこと 

 

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和３年９月２９日議決）の一部

変更につき、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和５年１月２６日専決 

 

 

 

明石市長   泉    房   穂 
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記 

 

 議決事項の一部を次のように変更する。 

変 更 後 変 更 前 

１ 工 事 名 （仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事 

 

２ 請負金額 金２９６，１７９，４００円 

 

３ 相 手 方 神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 

        大鉄工業株式会社 神戸支店 

         執行役員支店長 荒谷 雅則 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

歩道橋桁

製作ほか

工事 

工場製作工

事一式 

橋  長 ７５．４メ

ートル 

階段桁架設

工事一式 

有効幅員 ３．０メー

トル 

 

５ 支払条件 

 令和３年度  金１４５，２００，０００円以内 

 令和４年度  金１３５，５２０，０００円以内 

 令和５年度      残    額 

 

１ 工 事 名 （仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事 

 

２ 請負金額 金２９２,０５０，０００円 

 

３ 相 手 方 神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 

        大鉄工業株式会社 神戸支店 

         執行役員支店長 荒谷 雅則 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

歩道橋桁

製作ほか

工事 

工場製作工

事一式 

橋  長 ７５．４メ

ートル 

階段桁架設

工事一式 

有効幅員 ３．０メー

トル 

 

５ 支払条件 

 令和３年度  金１４５，２００，０００円以内 

 令和４年度  金１３５，５２０，０００円以内 

 令和５年度      残    額 

 

備考 

変更部分は、下線の部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、鋼材単価の高騰により工事請負金額を増額する必要が生じたことに伴い、議会の

議決を得た契約内容の一部を変更するため、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく市

長専決処分事項第４項第１号の規定により専決処分したので、同法同条第２項の規定により

報告するものである。 
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